
 

疾 病 第 ９ ９ １ 号  

令和４年７月２５日  

 

各関係団体の長 様 

 

千葉県健康福祉部長 

（公印省略） 

 

B.1.1.529 系統（オミクロン株）が主流である間の当該株の特徴を

踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限  

並びに積極的疫学調査の実施について 

 

 本県の感染症対策につきましては、日頃、格別な御高配を賜り厚くお礼申し

上げます。 

さて、このことについては、令和４年７月２０日付け疾病第９５０号により

感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定方法等を定めているところですが、 

今般、別添写しのとおり令和４年３月１６日付け（令和４年７月２２日一部改

正）厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡により、濃厚

接触者の待機期間の見直しについて通知がありました。 

つきましては、本内容について御了知いただくとともに、貴会会員への周知

方よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

千葉県健康福祉部疾病対策課 

   TEL 043-223-2665 


